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ものづくり補助金活用事例紹介
～株式会社ゆほびか～

「新型コロナウイルス感染症対策」に
関する要望活動

十勝支部事務所が
移転しました！
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01	 異動職員の紹介／	

	 十勝支部事務所が移転しました！

02	 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

03	 支援制度の利用に際して必要となる手続きを中央会がお手伝いします！

04	「新型コロナウイルス感染症対策」に関する緊急要望活動

06	 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響調査結果

07	 特定地域づくり事業推進法が施行されます

08	 忘れていませんか？組合の変更登記

09	 民法改正①　売買の瑕疵担保責任	

	 〜札幌シティ法律事務所　弁護士　小林　晃氏〜

10	 ものづくり補助金活用事例紹介〜株式会社ゆほびか〜

12	 3 月の道内景況

14	 支部だより

16	 中小企業大学校旭川校からのお知らせ	

	 中小企業基盤整備機構からのお知らせ

○氏　名　　藤井　涼太（ふじい　りょうた）
○所　属　　連携支援部
○出身地　　札幌市
○趣　味　　野球、釣り

　4月から勤務させていただくことになりました。
　新卒での採用で、社会人経験がなく、未熟で至らない点が多いです
が、1日でも早く皆様のお役に立てるよう努めていきます。よろしく
お願いいたします。

新入職員紹介



令和2年3月31日現在
会員種別 会員数 会員種別 会員数

事業協同組合（連合会含む） 1,160 協業組合 10

火災共済協同組合        1 商工組合 22

信用協同組合        6 商店街振興組合（連合会含む） 44

企業組合      76 その他（株式会社、社団法人等） 33

計 1,352会員

会員数

本部から支部、支部から本部へ 異動職員紹介

　十勝支部の新しい事務所は、帯広市の西3・9周辺地区再開発事業の一
環として、旧事務所ビルに隣接するエリアに建設された帯広経済セン
タービル東館の3階です。
　室内の面積は以前とほぼ同じですが、お客様に快適さを感じていた
だける空間になるようレイアウトなどに配慮しました。
　これを機に一層のサービス向上に努めてまいりますので、倍旧のお
引き立てをお願い申し上げます。

■移転先
　〒080-0013
　帯広市西3条南9丁目23番地
　帯広経済センタービル東館3階

■業務開始日
　令和2年5月11日（月）■電 話：0155-22-9666

■F A X：0155-28-3025
　（電話・FAX番号の変更はありません）

新事務所が入る帯広経済センタービル東館

十勝支部事務所が移転しました！

網走支部　事務所長
⇒連携支援部　主査
津川　了也

道南支部　事務所長
⇒連携支援部　課長
越川　大輔

連携支援部　課長
⇒十勝支部　事務所長
牧村　大造

総務部　主事
⇒網走支部　主事
田中　祐也

十勝支部　事務所長
⇒連携支援部　課長
戸沼　裕子

連携支援部　主任
⇒道南支部　事務所長
伊藤　大介
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新型コロナウイルス関連情報

　経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける、資金繰り支
援、補助金等をパンフレットにとりまとめています。
　今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を支援するため、事業者向けの給付金制度を創設
します。特に大きな影響を受けている事業者のみなさまに対して、事業全般に広く使える新たな給付金を支給
するもので、中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で前年度の事業収入からの減少額
を給付するというものです。
　このほか、生産性革命推進事業として、ものづくり補助金や持続化補助金等の補助率や上限額を引き上げ、
サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取組支援します。
　本パンフレットは、以下ホームページからダウンロードすることができ、随時更新しますので、新型コロナ
ウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様は是非ご覧ください。

〈支援策（例）〉
○持続化給付金
【給付対象者】
　中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感
染症の影響により、売上が前年同月比で50％以上減少している者

【給 付 額】
　前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）
　※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

○生産性革命推進事業の拡充
①ものづくり補助金：補助率を1/2から2/3へ引上げ
　中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投
資等を支援

②持続化補助金：補助上限を50万円から100万円へ引上げ
　小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を
支援

③ IT 導入補助金：補助率を1/2から2/3へ引上げ
　中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア（PC、タブレット端末等）のレンタル等も
含めた、ITツール導入を支援

〈経済産業省北海道経済産業局ホームページ〉
　新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策をパンフレットにまとめました
https://www.hkd.meti.go.jp/hokss/shiensaku/index.htm

経済産業省北海道経済産業局中小企業課
北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎5階　TEL／011-709-2311（内線2574）問合せ先

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
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〈詳細〉専門家派遣事業の募集について
https://www.h-chuokai.or.jp/emergency/2020_expert.html

支援制度の利用に際して必要となる手続きを
中央会がお手伝いします！

　中央会では、新型コロナウイルスの感染拡大により経営に影響を受ける会員事業者の皆さまが、国や地方自
治体の支援制度を利用しようとする際に相談をお受けし、各種制度の紹介、内容や留意事項の説明を行い、必
要な申請書類の作成などの手続きをお手伝いします。
　利用される制度に応じて、個別に当会職員や専門家が対応しますので、連携支援部または各支部の窓口へお
気軽にご相談ください。
　また、当会の専門家派遣事業の申請方法など、詳細については当会ホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症関連支援情報を
ホームページ上で随時更新しています

　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中央会では、当会ホームページ上において、中小企業・小規模事業者
が利用できる各種支援制度をはじめとする新型コロナウイルスに関する様々な情報を随時掲載しています。
休業要請にかかる支援金や雇用調整助成金等の最新情報や、国・道における新型コロナウイルス関連支援策掲
載ページを取りまとめているほか、現状を打破するために会員組合が行っている特別セール等の取組も紹介
しています。
　ぜひ積極的にご活用ください。

〈詳細〉新型コロナウイルス感染症関連支援情報ページ
https://www.h-chuokai.or.jp/emergency/index.html

アクセスは
こちらから
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「新型コロナウイルス感染症対策」に関する要望活動

　3月30日、鈴木北海道知事と道内経済8団体代表との意見交
換会が道庁で行われ、要望・意見・取組状況や道の対応等につ
いて活発なやりとりが行われました。当会からは尾池会長が
出席し、会員事業者の約85％に影響が生じているとした上で、
強力な資金繰り対策や雇用の維持・確保対策を講じるよう強
く要望しました。

北海道への要望

　3月24日、道内経済8団体の代表が国会や議員会館、自民党本部を訪れ、自民党の二階幹事長、岸田政調会
長、政府与党の道内選出国会議員に対し、本道経済の実情を訴え、資金繰りなど緊急の対応策の強化や大型の
経済対策の実施を要望しました。当会からは尾池会長が参加しました。

政府与党への要望

　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、北海道では2月28日に独自の「緊急事態宣言」が発出されました
が、経済活動が急速にしぼみ、あらゆる業種において業績や資金繰りが悪化するなど、中小企業・小規模事業
者の経営に深刻な影響が生じました。とりわけ資金繰り、雇用の維持・確保などの支援が急がれたことから、
当会では北海道経済連合会や北海道商工会議所連合会などと協調して道内経済8団体による「緊急要望」を
とりまとめ、政府をはじめ北海道、札幌市に対策の拡充・強化を求めています。
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Ⅰ　緊急の対応策
　1．万全の資金繰り支援
　　⑴�　資金繰りの強力な支援
　　⑵�　国税・地方税、社会保険料等の負担軽減措置
　　⑶�　売上減少に対する補助金・助成金等の支援充実
　2．人材・雇用対策
　　⑴�　風評被害の解消に向けた国内外への適格な

情報発信
　　⑵�　各種支援施策の早期実行
　　⑶�　中小企業生産性革命推進事業の助成限度額

や助成率の引き上げ及び手続・書類の簡素化
　　⑷�　中小・小規模事業者への取引上のしわ寄せ防止
　　⑸�　公共事業の納期・工期の延期や契約金額の

見直し等所要の変更への配慮
　　⑹�　令和 2年度公共事業の早期発注
　　⑺�　マスク・消毒液等の衛生資材の安定供給
　　⑻�　業種別疾病対応等の周知
　3．雇用・労働対策の強化
　　⑴�　雇用調整助成金の要件緩和

　　⑵�　雇用調整助成金の北海道に適用されている
特例の継続

　　⑶�　時間外労働の上限規制への柔軟な対応

Ⅱ　終息を見据えた大型経済対策等の実施
　1．事態終息時の迅速な安全宣言
　2．大胆な経済対策・景気刺激策の実施
　　⑴�　観光需要の喚起
　　⑵�　個人消費の喚起
　　⑶�　中止・延期したイベント等の再開支援
　3�．地域が実施する経済振興対策や事業活動に対す
る支援

　4�．中小・小規模企業の経営実態を踏まえた最低賃
金の適正な水準の決定

　5�．観光のリカバリーに向けた取り組みを進めるた
めの官民一体組織「観光タスクフォース」の創設

　6�．再流行防止策の徹底及び新たな感染症への対応
強化・マニュアル等対応策の整備促進

「新型コロナウイルス感染症対策」に関する緊急要望

　4月15日、北海道と札幌市による「緊急共同宣言」が発せられたことなどを受け、秋元札幌市長と事業者団
体代表との懇談会が札幌市役所で行われました。札幌、すすきの、定山渓の観光協会の代表も出席し、飲食、小
売、宿泊業などの切実な実情が訴えられました。当会の尾池会長は発言の中で、長期戦を乗り切るためのさら
に踏み込んだ資金繰り支援の必要性を強調しました。

札幌市への要望

　4月13日、道庁において、前週に閣議決定された国の緊急経済対策に関する説明会がテレビ会議で札幌と
東京をつないで行われました。道内経済8団体と農林水産3団体の代表が出席し、先に政府与党に対して要望
した事項がどの程度反映されたかを各省庁から説明を受けました。当会からは尾池会長が出席しました。

国の緊急経済対策に関する説明会への出席
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新型コロナウイルス関連情報

　全世界に深刻な影響を与えている新型コロナウイルスの感染拡大。国内でも早い時期から感染者が続出した北海道
では、2月28日に知事が独自の「緊急事態宣言」を発したことにより、経済活動が急激に停滞しました。こうした状況の
下、当会では、新型コロナウイルスの感染拡大が会員組合等へ及ぼす影響について、3月に緊急調査を実施しました。以
下は主な調査結果です。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響について

　業種別に見た影響について、「影響なし」と回答している割
合は、「建設業」で31.5％、「製造業」で30.5％となっているが、
他の業種にあっては、「極めて大きく影響」、「大きく影響」、「あ
る程度影響」が有効回答の大半を占めており、ほとんどの業種
で新型コロナウイルスの影響を受けていることが分かる結果
となった。

3 業種別の影響について

10.0％

48.6％

5.1％
33.3％

35.5％

3.4％
24.2％

80.0％

100.0％

27.5％

15.8％

36.4％

76.9％

60.0％

34.3％

11.9％

66.7％

38.7％

14.6％

30.3％

20.0％

33.3％

31.6％

54.5％

15.4％

30.0％
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9.1％

7.7％

30.5％

3.2％
31.5％
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製造業　食品製造業

製造業

商店街等

運輸業
観光バス・タクシー

サービス業
ホテル・旅館

製造業
給食・仕出し等

外国人技能実習生
受入組合

■1　極めて大きく影響
■2　大きく影響

■3　ある程度影響
■4　影響なし

No. 業種 1 極めて大きく影響 2 大きく影響 3 ある程度影響 4 影響なし 計

1
運輸業　
観光バス・タク
シー

10 2 1 0 13

2 運輸業 0 4 6 1 11
3 卸売業 3 6 9 1 19
4 小売業 14 17 15 5 51
5 飲食業 1 0 0 0 1
6 サービス業　
ホテル・旅館 4 0 1 0 5

7 サービス業 8 10 11 4 33
8 建設業 3 13 45 28 89
9 製造業　
食品製造業 11 12 7 1 31

10 製造業　
給食・仕出し等 3 6 0 0 9

11 製造業 3 7 31 18 59
12 商店街等 17 12 6 0 35
13 外国人技能実習

生受入組合 1 6 3 0 10
計 78 95 135 58 366

業種別の影響

　主な影響内容について、「売上減少」が46.2％と全体の半数近くを占め、次いで「資金繰り悪化」が21.4％、「休業増・従業員
の雇用調整」が15.0％、「商品・原料・部品の調達遅延等」が11.4％となった。その他の影響については、「会議・会合・イベント
等の中止、出張・営業活動の自粛等」と答えた組合が全体の6.0％にのぼった。

2 主な影響内容について

25
6.0％

48
11.4％

63
15.0％

90
21.4％

194
46.2％

■1　売上減少

■2　資金繰り悪化

■3　休業増・従業員の
　　　雇用調整

■4　商品・原料・部品の
　　　調達遅延等

■5　その他（会議・会合・
　　　イベント等の中止、出
　　　張・営業活動の自粛等）

本支部
影響有りと
回答した組
合数

1 �売上
減少

2 �資金繰
り悪化

3 �休業増・
従業員の
雇用調整

4 �商品・原料・
部品の調達
遅延等

5 �その他（会議・会合・イ
ベント等の中止、出張・
営業活動の自粛等）

計

本部 87 51 26 10 7 1 95
道南 52 36 22 12 8 7 85
上川 44 24 8 16 16 1 65
十勝 18 9 6 3 6 2 26
釧根 19 16 8 4 0 1 29
網走 43 27 8 11 6 2 54
胆振 23 18 6 4 3 4 35
空知 2 1 1 0 0 1 3
宗谷 10 4 1 3 1 5 14
後志 10 8 4 0 1 1 14
計 308 194 90 63 48 25 420

46.2％ 21.4％ 15.0％ 11.4％ 6.0％ 100.0％
※影響度合集計における「影響なし」回答組合を除く。※複数回答有り。

主な影響内容

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業への影響の度合いについては、「ある程度影響」が36.9％、次いで「大きく影
響」が26.0％、「極めて大きく影響」が21.3％と影響があると回答した事業者は約85％に及んでいる。

1 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業への影響度について

15.8％

36.9％ 26.0％

21.3％ ■1　極めて大きく影響

■2　大きく影響

■3　ある程度影響

■4　影響なし

本支部 回答組合数 1 極めて大きく影響 2 大きく影響 3 ある程度影響 4 影響なし 計
本部 95 23 25 39 6 93
道南 61 18 11 23 8 60
上川 61 7 12 25 15 59
十勝 22 5 4 9 3 21
釧根 22 7 7 5 2 21
網走 58 9 14 20 15 58
胆振 23 5 13 5 0 23
空知 6 1 0 1 4 6
宗谷 15 1 3 6 4 14
後志 11 2 6 2 1 11
計 374 78 95 135 58 366

21.3％ 26.0％ 36.9％ 15.8％ 100.0％

現在の影響度
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　令和元年12月4日に公布された「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業推進に関する法律」
が本年6月4日に施行されます。
　この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域経済の重要な担い手である地域づくり人材
が安心して活躍できる環境を整備するため、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業
を推進するための措置等を定めることにより、地域づくり人材の確保及びその活躍を推進し、地域社会の維持
及び地域経済の活性化を図るものです。これにより、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合は、地域内の
事業者への労働者派遣事業を届出により行うことができるようになります。

特定地域づくり事業推進法が施行されます

特定地域づくり事業のイメージ

実施に向けた
スケジュール

令和2年	3月〜	 省令公布・ガイドライン・補助要綱等発出

	 4月〜	 地方団体向け説明会

	 6月	 法律施行
		  組合設立希望調査開始（各都道府県とりまとめ）

	 7月	� 各都道府県から組合設立希望聴取、補助採択見込みの検討・

都道府県への内示（以降、毎月実施）

	 8月〜	 各都道府県が認定対象組合を内定

	 8月〜令和3年3月まで　組合設立、事業実施
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　ここでは、主な変更登記に関する注意点などについてお知らせしましたが、具体的な
変更登記に関する様式については、本会ホームページにも掲載されていますので、参考
にしてください。
　また、これ以外にも登記が必要なものがあります。ご不明な点は連携支援部または各
支部へお問合せください！

　決算そして総会と忙しくされている組合事務局の方も多いと思いますが、「組合の変
更登記」のことをお忘れではないでしょうか？
　この機会に組合の変更登記について該当するものがないか振り返ってみてください。

組合の変更登記忘れて
いませんか？

　中小企業等協同組合法第85条の規定により登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内
に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記が必要です（ただし、出資の総口数及
び払込済出資総額の変更の登記は事業年度末から4週間以内）。

1．なぜ登記しなければならないのか？

　①事業　②名称　③地区　④事務所の所在地　⑤出資の総口数及び払込済出資総額　
⑥代表理事　⑦公告方法等について変更があった場合には登記が必要です。

2．登記事項について

　代表理事が変更になった場合には登記が必要です。また、任期満了で同じ人が再選され
た場合にも登記が必要です。

3．代表理事の登記について

　基本的には、年度末に出資の総口数及び払込済出資総額に変更があった場合には、必ず
登記をする必要があります。ただし、期中で変更があった場合には、その都度、登記申請す
ることができます。

4．出資の総口数及び払込済出資総額の登記について

　定款に規定されている①事業　②名称　③地区　④事務所の所在地（市町村の変更を伴
う場合）　⑤公告方法については、総会において特別議決を経て、認可行政庁の認可を受け
た後、登記が必要です。

5．定款変更に伴う登記について

8 ニュースレポート中央会2020.5



　札幌シティ法律事務所の小林晃です。今般、民法の
債権法の改正が行われ、令和2年4月1日から施行と
なりました。本号から何回かにわたって改正内容に
ついてご説明します。

1．はじめに

　売買の対象物に欠陥があった場合、旧民法において
は、当該欠陥が隠れた瑕疵であるときは、買主は売主
に対して瑕疵担保責任の追及をすることができまし
た。新民法では、瑕疵担保責任に代わって、契約不適合
責任という概念が新たに導入され、隠れた瑕疵である
か否かを問わず、当該欠陥が契約に適合するか否かに
よって責任の有無が判断されることとなりました。
　また、その責任の結果、損害賠償と解除だけでな
く、追完請求権（代替物提供請求権）も明記され、責任
の存続期間についても変更が加わりました。

2．隠れた瑕疵から契約不適合へ

　旧民法では、売買の目的物の欠陥が「隠れた瑕疵」
である場合に、売主に瑕疵担保責任を認めていまし
たが、「瑕疵」の概念は多分に多義的で、何が瑕疵に当
たるかが必ずしも明らかでなく、そのせいで様々な
紛争を生じさせていました。
　このような紛争を避けるため、契約実務において
は、瑕疵の内容を明記する工夫が施されてきました。
例えば、不動産に係る瑕疵について物理的な瑕疵だ
けではなく、権利や公法上の瑕疵も含まれることを
明確化したり、また、買主の想定する売買目的物の性
質を明記し、それに反する事実を瑕疵に含まれるよ
うにしたりしています。
　新民法では、瑕疵という概念に代わって、「契約不
適合」（「契約の内容に適合しないもの」（562条1項））
という概念が導入されたことにより、このような契
約実務がさらに進むことが予測されます。具体的に
は、契約書において、「売買の目的物に求められる性
質、品質とは何か？」、「そのような性質、品質に反す

る欠陥とは何か？」という点を明記しておくことが
重要になってきます。

3．契約不適合責任の効果

　旧民法では瑕疵担保責任の効果は限定的で、損害
賠償、代金減額請求、解除のみが認められていました。
　新民法では、契約不適合がある場合は、「買主は、売
主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分
の引渡しによる履行の追完を請求することができ
る。」（562条1項）と明記され、買主に追完請求権、代
替物提供請求権が認められることになりました。

4．契約不適合責任の存続期間

　旧民法の瑕疵担保責任においては、瑕疵の事実を
知ってから1年間という権利行使期間の制限が規定
されていました。これは消滅時効ではなく、除斥期間
と解されており、時効と異なって中断が認められま
せんでした。
　新民法では、種類または品質に関して契約の内容
に適合しない目的物の引渡しが行われた場合におい
て、買主がその不適合の事実を知った時から1年以
内に売主に通知しなければならないとし、もしその
通知を怠った場合には、損害賠償請求、追完請求、代
金減額請求や解除ができないこととなりました
（566条本文）。
　もっとも、売主が引渡しの際にその不適合の事実
を知っており、または重過失によって知らなかった
場合には、その期間の制限にはかからないことにな
りました（566条但書）。

5．実務への影響

　新民法においては、契約不適合とは何かというこ
とを、契約書の前文や確認規定、表明保証規定、契約
不適合責任の規定自体に明記していることがより重
要になってきます。現在使用している契約書を、専門
家とともに一度見直してみては如何でしょうか。

民法改正①
売買の瑕疵担保責任

弁護士
小林　晃氏

札幌シティ法律事務所
札幌市中央区大通西5丁目1-1
桂和大通ビル38　6階
TEL　011-271-5305
FAX　011-271-5309
HP　http://www.sapporocity-law.jp/
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会社の概要

　株式会社ゆほびかは、平成24年4月、3Dプリン
ターを用いたオーダーメイドのペットフィギュア製
作事業を行う社内ベンチャーとして、親会社である
和光技研株式会社（建設コンサルタント業）内に立
ち上げられたのが始まりです。その後、平成26年
10月にスピンオフし、ペットフィギュア製作および3
次元出力サービスを主業とする株式会社ゆほびか
として独立しました。
　社名の「ゆほびか」とは「ゆったりとして穏やか」の
意味を持つ古語で、「愛情を形にすることで、より心
豊かな人生の創造を目指す」という企業理念を体現
する言葉として命名されました。近頃では、3Dプリ
ンターによる立体モデル出力技術を活かし、ペット
フィギュアだけでなく、地形や施工対象物のモデル
作成、新郎新婦をかたどった結婚祝い用オリジナル
フィギュアの製作、新築祝いに贈るマイホーム模型
なども手がけています。

ペットロスを癒やすオリジナルフィギュア

　日本では近年、精神疾患をわずらう人が増加傾向
にあり、その一つに挙げられているのがペットロス
症候群です。ペットロス症候群とは、ペットと共に過
ごす過程で培われた愛着がその死や行方不明など
により行き場をなくすことで引き起こされる諸症状
を指し、不眠や情緒不安定、摂食障害などの精神・身
体症状として表れます。疾患の克服には、悲しみと
向き合い、心情を実直に表現することが効果的とさ
れており、ペットに似せた立体造形物に触れること
は気持ちを整理し心の負担を軽減する上で有用な
作用をもたらします。
　この事業を立ち上げる以前から親会社では3次
元設計、いわゆる3次元CADと3Dプリンターを活
用した立体モデルの出力を手がけていたことから、
培った技術とノウハウを活用し、社会貢献事業の一
環としてペットロス症候群の予防・回復の一助とな
るオーダーメイドペットフィギュアの製作が開始さ
れました。

第51回  ものづくり補助金活用事例紹介 

第51回目は、「株式会社ゆほびか」（平成25年度ものづくり補助金）の取組について紹介し
ます。

ペットロス症候群の予防・回復の一助に！
フルカラー 3Dプリンターを活用した
オーダーメイドペットフィギュア製作事業

細部まで再現した地形モデル ミニチュアペットフィギュア「パートナーズ」
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データ不備の連絡待ちやデータ修正といった手戻り
作業に伴う時間のロスが大幅に削減されました。設
備投資前は、外注先に発注してから手元に届くまで
最短でも7営業日を要していたところ、数時間で製
作が可能となり、飛躍的な改善がもたらされました。
　フィギュアのベースには石膏に近いフルカラー
3Dプリンター用特殊素材を使用します。表面加工
はマットな質感の通常仕上げと艶々として光沢のあ
る陶器調仕上げから選ぶことができ、希望すれば
ペットの本物のヒゲを埋め込むことも可能です。
　3D出力過程で積層が粗くなり、仕損品が発生し
てしまう問題も、同社の技術スタッフが手ずから工
程を実施することで解決し、品質改善につながった
ほか、高効率化による生産性の向上も実現していま
す。製品1個あたりのコストも低廉に抑えられ、Sサ
イズ（長辺6センチ）製品の場合では、ほぼ半分のコ
ストで製作できるようになりました。

おわりに

　最近は、ペット関連市場の成長に陰りが見られ、な
かなか受注に結びつかない現状がある中で、坂井社
長は「これからはドローンを使った3D地形測量など、
3D事業そのものを伸ばしていきたい」としながらも、
「ペットフィギュアの認知度を高め、ペットとの思い出
を末永く心に刻むお手伝いができれば」と話してく
れました。大切な思い出を形にすることで、日々の生
活が穏やかで愛情に満ちたものになるよう手助けを
する心のコンサルティングこそ、現代社会で求めら
れている事業の一つなのかもしれません。

代表取締役社長　坂井　敦行
〒063-0813
札幌市西区琴似 3条7丁目5番22号
TEL 0120-885-081　FAX 011-676-5821
HP　http://www.yuhobica.jp/

株式会社ゆほびか

ものづくり補助金申請の経緯

　ペットフィギュアは、デザイナーがペットの写真や
動画を参考にしながら3次元CADソフトにデータを
入力し、顧客とのやり取りを重ねて細部の修正を
行った後、3Dプリンターで出力し完成します。しか
し、当時3Dプリンターを保有していなかった同社で
は、その工程を外注しなければならず、コストがかさ
む上に、3Dデータに不備があった場合はデータ修
正のために1、2週間の納期延長を余儀なくされるな
ど、積極的な製品開発が困難な状況にありました。
　そこで、製品の内製化により、納期短縮とコスト低
減を図り、顧客満足度の向上につなげるため、もの
づくり補助金を活用しました。

3Dプリンターでペットとの思い出を形に

　本事業でフルカラー3Dプリンター及び3Dデー
タ修正ソフトを導入したことで、データ入力から立
体モデルの製作まで一貫した生産体制が構築さ
れ、3Dデータのチェックも自社で行えるようになり、

次回は、「ヒラノ印刷工業株式会社」の取組を紹介します。

導入した3Dプリンター
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